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Ⅰ 外房地域水産業振興方針について 

本方針は、県総合計画を実現するための具体的な取組を示す「千葉県農林水産業振興計画」

を踏まえ、地域の特徴に応じた施策の方向性を示すものです。 

千葉県農林水産業振興計画で示している目指す姿、現状と課題、施策推進のポイントは次の

とおりです。 

 

１ 千葉県農林水産業振興計画 水産部門戦略 

●海面漁業 

（１）目指す姿 

   ○新漁業法に基づき、漁獲報告システムで得られたデータを活用した科学的評価による 

漁獲可能量を基本とした管理と漁業者の自主的な管理の組合せにより適切な資源管理

が行われている。また、漁業者はＩＣＴ等の新技術を活用し、生産性の高い漁業が実現

している。 

   ○水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化の両立により、漁業者の所得の向上と年齢     

バランスのとれた漁業就業構造が確立した「次世代の千葉県水産業」が展開されている。 

○豊かな自然環境、四季折々の新鮮な水産物やこれを生かした水産加工製品、海の伝統 

文化、海洋レクリエーションといった本県の有する様々な地域資源が活用され、漁村 

地域の活力が創出されている。 

 

（２）現状と課題 

＜水産資源の持続的利用＞ 

 ○水産資源が減少する中、漁業生産を将来にわたり持続的に行っていくためには、科学的 

な根拠に基づく資源評価と適切な資源管理が重要です。そのため漁獲情報等の収集と 

資源評価の体制を整備・拡大し、漁業者の理解を得た上で数量管理による資源管理を  

進めるとともに秩序ある漁場利用を図る必要があります。 

〇沿岸の海水温上昇、東京湾の栄養塩類不足及び貧酸素水塊などによる漁業生産への影響  

や、岩礁域でのアラメ等大型藻類群落（藻場）の急速な消失（磯焼け）など、漁場環境の

変化に適応した対策が求められています。 
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＜水産業の成長産業化＞ 

○漁業の分野では、従来の経験と勘による操業からの転換を図り、その生産性を向上  

させる新技術の開発等が全国的に進められつつあります。新技術を活用した水産業の 

スマート化を加速させるためには、漁業者等のニーズと民間企業等の新技術の    

マッチングを図るとともに、新技術の有効性を現場にわかりやすく伝えることができる

漁業者等の人材を育成することが重要となります。 

   ○国内では、高度な衛生管理に対応した荷さばき所の整備が進んでいます。そのため、  

流通拠点漁港においては輸出も見据えた施設の近代化により、品質・衛生管理体制を 

強化し、産地間競争に打ち勝つ必要があります。 

   ○水産物の消費量が減少傾向にある一因として、消費者の食の志向の変化が考えられます。  

これからは、従来の生産者側の視点でより良い商品を提供するプロダクトアウトの発想

に加えて、消費者ニーズを捉えた商品を提供するマーケットインの発想による販売力の

強化を図る必要があります。 

 

＜漁業・漁村の活性化を支える取組＞ 

   ○新規漁業就業者は減少傾向にあります。生活や仕事に対する価値観の多様化により、 

漁家子弟が必ずしも漁業に就業するとは限らなくなっていることもあり、都市部出身者

など潜在的な就業希望者の掘り起こしが必要です。 

   〇担い手不足に悩む地域や漁業経営体がしっかりと就業希望者を受け止め、操業形態に 

応じたきめ細かな支援により、漁村への定着へと繋げていくことが重要です。 

   ○水産業・漁村が有している環境・生態系の保全や、歴史・漁村文化の伝承などの    

多面的機能の恩恵は、漁業者や漁村だけでなく、広く県民にも及びます。漁業者の高齢

化や漁村人口の減少等により、漁村の活力が衰退していることから、多面的機能の発揮

に資する取組への支援が求められています。 

   ○国は洋上風力発電事業の導入拡大を推進していくこととしており、漁業との共存が重要  

となります。 
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（３）施策推進のポイント 

１ 水産資源の持続的な利用 

○資源評価の高度化や数量管理に必要な基礎データを収集する「漁獲報告システム」を 

整備します。 

○水産資源の生態などの調査を充実させるとともに、漁船漁業の操業支援のための  

「漁海況予測システム」の高度化など、水産総合研究センター及び水産情報通信    

センターの機能強化を図ります。 

 

２ 水産業の成長産業化（水産新技術[スマート水産業]を活用） 

○資源評価の高度化、漁業・養殖業の生産性向上及び担い手の確保・育成に新技術を活用 

します。また、新技術情報の提供や成功事例の提示により、スマート水産業を推進する

若手漁業者などのキーパーソンを育成しつつ、民間企業等と現場の橋渡し役を県が担う

ことで、民間企業等と漁業者との活動を推進し、水産現場への新技術の実装を加速化  

します。 

○「浜の活力再生プラン」や「浜の活力再生広域プラン」の着実な実施や、水産物の付加       

価値を高める「水産バリューチェーン」の構築により、地域の漁業所得の向上を    

図ります。 

 

３ 漁業・漁村の活性化を支える取組（地域資源を活用） 

○都市部出身者などを含め、次世代を担う新規漁業就業者の育成モデルを構築します。 

○魚類などの生育の場である藻場の食害生物の駆除や母藻の設置、干潟の造成などを  

推進するとともに、漁場の保全活動に取り組む漁業者グループを支援し、漁村の多面的

機能の発揮を推進します。 

○水産業を中心とした経済活動や観光、海洋レクリエーション、加工製品のほか、    

海に関わる食文化・芸術・生活習俗などの地域資源を活用することで、地域に都市住民

や県民の来訪を増やし、雇用の創出や漁家所得の向上などを通じた漁村の活性化を  

図っていきます。 

 

 

 



4 

 

●内水面漁業 

（１）目指す姿 

○漁業者によるアユやウナギなど有用魚種の種苗放流や産卵床の設置、カワウなどによる 

食害の防除などが効果的に実施され、水産資源の維持・増大が図られることで、内水面

漁業の生産量が増加するとともに、多くの釣り人が遊漁を楽しんでいる。 

   ○漁業者グループによる環境・生態系保全活動等の取組が推進されることにより、   

内水面が有する多面的機能が発揮され、河川、湖沼の環境保全や都市住民との交流促進

による賑わいの創出が進んでいる。 

○ホンモロコやアオノリなど地域の特色のある養殖品種が安定的に生産され、特産品  

として根強いファンに応援されている。 

 

（２）現状と課題 

○本県は北に日本一の流域面積を誇る利根川が流れ、西に江戸川、県央には丘陵地域を 

水源とする多くの河川や湖沼を有しています。それらの水域では、古くからアユ、コイ、

フナ、ウナギやシジミを対象とした漁業や、アオノリ養殖など特色ある漁業が営まれ、

これら河川湖沼の恵みを用いた「川魚料理」は、多くの人々に親しまれており、伝統的

な食文化の一つともなっています。 

○また、これら河川湖沼では、漁業者による魚の種苗放流や河川清掃などの環境保全  

活動が行われ、漁場としての機能だけでなく、釣り場や人々が自然と親しむ場とも  

なっており、都市住民との交流が行われるなど、地域活性化の一助となっています。 

○一方で、近年、内水面の漁業生産量は、漁場環境の変化や、外来魚やカワウなど害敵  

生物被害により減少しており、漁業協同組合においては、遊漁料収入や組合員の減少も

進む中、組織の脆弱化が懸念されています。 

    さらに、過去の原発事故の影響により、利根川や手賀沼の一部の魚種では、未だに出荷 

制限が継続し、内水面漁業の振興の妨げになっています。 

   ○これらの現状を踏まえ、水産資源の回復と地域づくりの推進を担う漁業協同組合の経営  

基盤強化、内水面の有する多面的機能を最大限に発揮していくことが必要です。 
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【数値目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  現 状 
目 標 

（令和７年度） 

県内漁港水揚金額 
476億円 

(令和元年） 580億円 

新規漁業就業者数 
30人/年 

（令和2年度） 

35人/年 
（令和4年～7
年度の平均） 

漁獲報告システムによりＩＣＴを活用して 
水揚情報を送信する漁業協同組合の割合 

－ 80%以上 

漁業者等が取り組む干潟や藻場等の水産 
多面的機能発揮対策事業協定面積 

5,765ha 
（令和3年度） 

6,000ha 

海岸保全基本計画の改定により 
防護高さを見直す漁港漁村地区 

－ 
全18地区で計画
の見直しの完了 

県が行う資源評価対象魚種数 
16魚種 

（令和3年度） 
26魚種 

ノリ養殖業におけるＩＣＴブイとスマート 
フォンを活用し水温等の見える化を実践する地
区数 

－ 6地区 

浜の活力再生プランの策定地区数 
10地区 

（令和3年度） 
13地区 

水産バリューチェーンの取組計画数 － 10件 

人工産卵床設置漁業協同組合数 
3組合 

（令和3年度） 
15組合 

遊漁承認証の販売枚数 
5.7万枚 

（令和2年度） 
増加を目指す 

ホンモロコの生産量 
0.5トン 

（平成28年～ 
令和2年度の平均） 

1.0トン 
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２ 外房地域水産業の現状 

①水産業の概要 

外房地域は、起伏の多い岩礁で構成され、アワビやイセエビなどを対象とした磯根漁業、 

定置網漁業のほか、沖合ではキンメダイやカツオなどの漁場が形成され、これらを対象とし

た小型船漁業が盛んな地域となっています。 

また、夷隅川では、共同漁業権が設定され、アユなどを対象とした漁業が行われているほ

か、遊漁などのレジャー活動の場として多くの人に利用されています。 

②水産業の構造 

ア 生産量・生産金額 

令和２年度の水揚状況（属地統計）は、水揚量で３３千トン、水揚金額で１２９億円で

す（図１）。魚種別に見ると、小型船漁業や磯根漁業などの対象魚種であるマグロ類、   

カツオ、キンメダイ、イセエビ、アワビ、サザエ、ヒジキなどの割合が高くなっています。 

  

イ 漁業経営体数 

   外房地域の海面漁業経営体数は漁業者の高齢化や後継者不足により年々減少しており、

平成２０年は１,２６０経営体でしたが、平成３０年には７９３経営体（平成２０年比  

３７％減）にまで減少しています。海面漁業従事者数は、平成３０年は１,３２１名であり、

県内の３６％を占めています（図２）。 

ウ 漁船数 

外房地域内の漁船数は、１０トン未満の小型漁船を中心に１,５５４隻であり、県内の 

３２％を占めています。トン数別に見ると、採貝藻、刺し網漁業を主に営む３トン未満船

図１ 外房地域における水揚量･金額 資料：千葉県調べ 
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が１,０８９隻、キンメダイの一本釣りやカツオの曳縄、イカ釣り、カジキやマグロのはえ

縄漁業等を主に営む３トン～１０トン未満船が３７３隻、まき網漁業、定置網漁業、漁業・

遊漁兼業船を主に営む１０トン以上船は９２隻となっており、１０トン未満の小型漁船が

９４％とその多くを占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 生産基盤の状況 

外房地域の漁港は、第３種漁港が６漁港、第２種漁港が７漁港、第４種漁港が乙浜の  

１漁港、第１種漁港が２０漁港合計３４漁港であり（図３）、県内６８漁港のおよそ半数を

有し、小規模な漁港が数多く設置されています。 

また、勝浦、鴨川、千倉の３漁港が流通拠点漁港、大原、小湊、天津、和田、乙浜の     

５漁港が生産拠点漁港に位置付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 漁業経営体数・年齢別就業者数の変化 

図３ 外房地域の漁港位置図 
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表１ 外房地域の漁港一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流通
拠点

生産
拠点

流通
輸出
拠点

防災
拠点

流通
拠点

生産
拠点

流通
輸出
拠点

防災
拠点

太東
たいとう

いすみ市 1種 千葉県 夷隅東部 天面
あまつら

鴨川市 1種 鴨川市 鴨川市

大原
おおはら

いすみ市 3種 千葉県 夷隅東部 ○ ○ 太夫崎
たゆうざき

鴨川市 1種 鴨川市 鴨川市

岩船
いわふね

いすみ市 1種 いすみ市 夷隅東部 江見
えみ

鴨川市 2種 鴨川市 鴨川市

御宿岩和田
おんじゅくいわわだ

御宿町 2種 御宿町 御宿岩和田 和田
わだ

南房総市 2種 千葉県 東安房 ○

勝浦東部
かつうらとうぶ

勝浦市 2種 勝浦市 新勝浦市 白子
しらこ

南房総市 1種 南房総市 東安房

勝浦
かつうら

勝浦市 3種 千葉県 勝浦 ○ ○ ○ 千倉
ちくら

南房総市 3種 千葉県 東安房 ○

串浜
くしはま

勝浦市 1種 勝浦市 新勝浦市 忽戸
こつと

南房総市 1種 南房総市 東安房

松部
まつべ

勝浦市 2種 勝浦市 新勝浦市 川口
かわぐち

南房総市 1種 南房総市 東安房

鵜原
うばら

勝浦市 1種 勝浦市 新勝浦市 平磯
ひらいそ

南房総市 1種 南房総市 東安房

守谷
もりや

勝浦市 1種 勝浦市 新勝浦市 七浦
ななうら

南房総市 1種 南房総市 東安房

浜行川
はまなめかわ

勝浦市 1種 勝浦市 新勝浦市 大川
おおかわ

南房総市 1種 南房総市 東安房

大沢
おおさわ

勝浦市 1種 勝浦市 新勝浦市 白間津
しらまづ

南房総市 1種 南房総市 東安房

小湊
こみなと

鴨川市 3種 千葉県 東安房 ○ 乙浜
おとはま

南房総市 4種 千葉県 東安房 ○

天津
あまつ

鴨川市 3種 千葉県 東安房 ○ 名倉
なぐら

南房総市 1種 南房総市 東安房

浜荻
はまおぎ

鴨川市 2種 鴨川市 東安房 野島
のじま

南房総市 1種 南房総市 東安房

鴨川
かもがわ

鴨川市 3種 千葉県 鴨川市 ○ ○ ○ 川下
かわしも

南房総市 1種 南房総市 東安房

浜波太
はまなぶと

鴨川市 2種 鴨川市 鴨川市 白浜西部
しらはませいぶ

南房総市 1種 南房総市 東安房

漁業
協同
組合

拠点漁港

漁港名 位置 種別 管理者
漁業
協同
組合

拠点漁港

漁港名 位置 種別 管理者
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Ⅱ 主要施策による主な取組 

１ 水産資源の持続的な利用 

（１）資源評価の高度化と適切な資源管理措置の実施 

【各地域共通】 

・新漁業法に基づく漁獲可能量を基本とした資源管理を実施する上で重要な科学的な資源評価

を的確に行うため、国と連携して漁獲報告システムの情報収集体制等を整備します。また、

水産総合研究センター施設の再編整備や漁業調査船の代船検討を進め、有用水産資源の  

生息量や生態などの調査の充実を図ります。 

 ・クロマグロやサバ等漁獲可能量制度の対象魚種については、国との連携の下、資源を適切に

管理します。さらに、漁業者の理解と協力を得た上で、科学的なデータに基づき、対象魚種

の追加を検討します。 

・漁獲可能量制度に併せて、漁業者の産卵期保護など自主的な管理を組み合わせることで、  

効果的かつ現場に適した資源管理に取り組みます。 

・特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律（水産流通適正化法）の施行を受け、

違法な漁獲物の流通を防止するとともに、最新鋭の漁業取締船により、秩序ある漁場利用を

確保します。 

 

【外房地域】 

小型漁船漁業では、近年のスルメイカやカツオなどの不漁により、キンメダイが重要な魚種

となっています。漁業者が主体となって長年取り組んでいる小型魚の保護や産卵期休漁、漁具・

漁法の制限などについて、国や県が実施する資源評価結果を踏まえながら、これまでの取組の

検証や見直し、改善を指導します。 

また、キンメダイの移動生態把握に向けた小型魚の標識放流を引き続き支援するとともに、

新技術の導入などスマート水産業の取組を加速していきます。 

さらに、キンメダイ漁への過度な依存を防ぐため、キンメダイ以外の魚種を対象とした操業

モデルづくりなどの支援といった、漁業者の経営多角化に向けた取組を支援します。 
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（２）つくり育てる漁業の推進 

【各地域共通】 

・水産資源の維持・増大を図るため、栽培漁業基本計画に基づき健全な種苗を生産・放流する 

とともに、種苗生産時の疾病防除や省力化などの技術開発に取り組みます。 

・放流用種苗の質の向上や生産の安定化に向けた研究の強化と種苗生産の効率化を図るため、 

種苗生産施設の集約化・機能強化を進めます。 

・資源管理や種苗放流の効果を高めるため、水産生物の生活史に配慮した魚礁の整備や干潟漁場

の生産力を向上させる覆砂等を行います。 

 

【外房地域】 

単価の高い大型アワビの漁獲による収益増加や産卵機会を増やすことで天然資源の増加が 

期待できる４年型輪採漁場への転換を引き続き支援するとともに、輪採漁場の生産性を高める

ために必要な漁場環境の把握や適正な平板（アワビ礁）の配置、効率的な害敵駆除など技術的な

サポートや、管理に必要な潜水士免許の取得や資機材等の整備の支援を行います。 

また、種苗の放流方法指導や放流貝の混入率調査を通じて、漁業者のアワビ資源管理意識の 

醸成を図ります。さらに地域の漁協や漁業者と連携して、アワビの生育を支える藻場の保全  

活動にも積極的に取り組み、アワビの増産を目指します。 

  

スキューバ－潜水による漁場管理        水揚げされたアワビ 
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（３）漁場環境変化への対応 

【各地域共通】 

・海水温、栄養塩や貧酸素水塊の分布状況などを調査解析し、スマートフォン等を活用して、 

操業に必要な漁場環境情報を漁業者等に提供します。 

・全国の閉鎖性海域で、栄養塩類の減少等が海域の基礎的生産力を低下させ、ノリの色落ち  

や魚介類の減少の要因となっていると示唆されている例があることなどから、国などと連携し

て、東京湾の漁業者に全国の環境対策等に関する情報を提供します。 

・漁業者や県で組織する「千葉県磯焼け対策会議」を設置し、効率的かつ効果的な磯焼け（藻場

消失）対策を講じるとともに、漁業者が行う植食性魚類やガンガゼなど食害生物の駆除、母藻

の設置、モニタリングなどの取組を支援します。 

 

【外房地域】 

近年、アワビやイセエビにとって重要なアラメやカジメなどの海藻を食べるブダイやイスズ

ミ、アイゴなどの植食性魚類が増え、食害による海藻の消失や衰退が一部で認められています。 

そこで、外房地域の漁業者や漁協、県、漁連で組織する磯焼け対策チームを立ち上げ、藻場の

保全に向けた情報共有を図るとともに、漁協や漁業者は県と連携し、植食性魚類などの持ち帰

り運動や駆除のほか、モニタリング調査に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

食害された大型海藻           刺し網による駆除（ブダイ） 
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２ 水産業の成長産業化 

（１）漁業・養殖業の生産性向上 

【各地域共通】 

 ・千葉県水産情報通信センターから高精度な漁海況情報を提供するとともに、ＩＣＴを活用し

た漁海況予測システムやデジタル操業日誌を漁業者に導入するなどスマート水産業を推進し、

漁業者の効率的な操業を支援します。 

 ・地域の漁業所得の向上を目標とした「浜の活力再生プラン」や複数地域の水産業の競争力  

強化を目標とした「浜の活力再生広域プラン」に位置付けた施設の整備、省エネ漁船の導入

等を進めます。 

 ・まき網漁業や定置網漁業等の経営安定を図るため、漁業経営改善計画の策定や漁業経営アド

バイザーによる経営改善指導などを支援します。また、収益性の高い操業・生産体制への転

換を推進します。 

 ・アワビ漁業では、漁獲サイズの大型化による収益増と産卵による資源添加効果が見込める４

年型輪採漁場の整備を進めます。また、輪採漁場の生産性を高める管理手法の改善指導に取

り組みます。 

 

【外房地域】 

１ スマート水産業の推進 

小型船や定置網漁業の操業の効率化を図るため、ＩＣＴを活用した漁海況予測システムや 

民間企業が開発したデジタル操業日誌の実証試験など新技術を活用した水産業のスマート化の

取組を進めます。 
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２ 浜の活力再生プラン 

外房地域では、３年度までに東安房、勝浦市、御宿町地区の３つの第２期浜の活力再生プラ

ンと安房、夷隅地区の２つの第２期浜の活力再生広域プランが策定されており、漁業者の所得

向上を目指した以下の取組を支援します。また、４年度にいすみ市地区の第２期浜の活力再生

プランの計画策定を進めます。 

 承認年月 計画概要 

勝浦市 

浜プラン 

(第2期） 

R1～R5 

H31.3 ・競争力強化に向けた勝浦漁港の生産基盤整備（高度衛生管理型荷捌き施設の

整備等） 

・生産から消費までの各分野が連携した水産バリューチェーンの構築による販

売促進（勝浦釣り寒マカジキ等） 

・アワビ輪採漁場の適切な管理運営による所得向上 

千倉・和

田・白浜 

浜プラン 

(第2期) 

R3～R7 

R2.11 ・千倉地区荷捌き所おける海水処理施設（海水ろ過装置と紫外線殺菌装置）の

整備による活魚取扱量の増加と鮮度管理の向上 

・千倉地区と白浜地区のヒジキ加工場の統合再整備による取扱量の増加 

御宿町 

浜プラン 

(第2期) 

R3～R7 

R4.2 ・アワビ輪採漁場の適切な管理運営による水揚量の増大と所得向上 

・６次産業化の推進（ふるさと納税返礼品、姉妹都市での販売） 

・小型漁船漁業の経営多角化推進と高鮮度保持技術の導入による所得向上 

いすみ市 

浜プラン 

(第2期) 

R4～R8 

R4年度 

策定予定 

・生産から消費までの各分野が連携した水産バリューチェーンの構築による販

売促進（船上活〆サワラ、トラフグ等） 

・競争力強化に向けた生産基盤整備（製氷貯氷施設等） 

安房地区 

広域浜プラン 

(第2期) 

R3～R7 

R3.10 ・スマート水産業（急潮観測ブイ）の導入検討 

・市場関連施設の整備 

・漁船リース事業等の活用した漁船・エンジンや機器類の更新により操業の効

率化・省コスト化を推進 

夷隅地区 

広域浜プラン 

(第2期) 

R3～R7 

R4.3 ・競争力強化に向けた生産基盤の機能再編（高度衛生管理型荷捌き施設や製氷

貯氷施設の整備） 

・広域に連携した地域水産物のバリューチェーン構築による販売促進 

・新規担い手の確保と中核的担い手の漁船リース事業等を活用した漁船・エン
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ジンや機器類の更新による操業の効率化・省コスト化の推進 

 

３ アワビ輪採漁場 

外房地域では、平成２７年からアワビの４年輪採漁場の導入を進めており、令和２年までに南

房総市内に１０漁場、勝浦市内に１漁場、御宿町内に２漁場の合計１３漁場が整備されるとと

もに、種苗放流が行われ、放流から４年後にアワビの取上げが行われています。 

輪採漁場の生産性を高めるためには、漁場環境の把握や適正な平板（アワビ礁）の配置、   

効率的な害敵駆除など漁場の管理が重要なことから、漁場管理に取り組む漁業者や漁協に対し、

技術的なサポートを引き続き行います。 

（１）東安房漁協   ４年輪採１０漁場（白浜地区７区画・千倉地区６区画） 

（２）新勝浦市漁協  ４年輪採１漁場（豊浜地区２区画・西部地区２区画） 

（３）御宿岩和田漁協 ４年輪採２漁場（御宿地区４区画・岩和田地区４区画） 

 

（２）流通構造の改革 

【各地域共通】 

 ・銚子漁港や勝浦漁港などの流通拠点漁港においては、国内外の需要に対応し産地間競争に  

打ち勝つために、大型漁船に対応した岸壁等の整備、高度衛生管理型の産地市場や製氷貯氷

施設等の一体的整備により、漁港・流通機能の強化を推進します。 

 ・小規模な産地市場においては、価格形成力の強化のため、市場の統廃合など拠点化により  

水揚物の集約化を進めるとともに、高品質で安全な水産物を供給するため、品質・衛生管理

対策の推進など、産地機能の充実・強化を図ります。 

  

放流したアワビ稚貝      平板に付いているアワビ      取上げの様子 
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【外房地域】 

１ 勝浦漁港などの流通拠点漁港 

地元漁船のみならず、外来のカツオ船など

が  多く水揚げする流通拠点漁港の勝浦漁

港では、衛生管理体制を強化するため、令和２

年度から令和５年度の４か年計画で高度衛生

管理型市場の整備を進めており、市場整備と

併せて大型魚の自動選別機の導入等を検討

し、産地競争力を高めます。 

 

２ 小規模な産地市場の産地機能の充実・強化 

新勝浦市漁協では小規模な産地市場において水揚げの集約化の取組を実施しており、引き 

続き、集約化が進むよう取組を支援していきます。また、各産地市場においてＨＡＣＣＰの考

え方を取り入れた衛生管理計画が策定されたことから、計画に基づいて衛生管理が徹底される

よう支援していきます。 

 

（３）マーケットインの発想での水産物の需要拡大 

 【各地域共通】 

・水産物の生産から製造・加工、流通、消費に至る関係者の連携により、水産バリューチェー

ンの強化や新たな構築を推進し、水産物の付加価値化や高品質化を図るなど、消費者ニーズ

に対応した水産物を提供していきます。 

 ・消費者のニーズの多様化や食の簡便化志向、若年層の魚離れに対応したファストフィッシュ

商品の開発、エイなどの低利用・未利用資源を活用した加工品開発のほか、従来加工品の  

改良に対する技術支援を行い、水産物の消費拡大に取り組みます。 

 ・新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による内食機会の増加やＥＣサイトの利用拡大など

「新しい生活様式」に対応するため、漁業協同組合等が取り組む水産物のインターネット  

販売や高速バスを活用した「貨客混載」による首都圏への鮮魚輸送などの取組を推進します。  

・千葉の強みがあり、輸出拡大の余地が大きい品目の中から、海外で評価されるよう販売戦略

をもって、県産水産物の海外市場への展開を検討するとともに、県産水産物の輸出に意欲  

ある生産者の取組を支援します。 

  

勝浦漁協の高度衛生管理型市場の完成イメージ 
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【外房地域】 

１ 水産バリューチェーンの強化や新たな構築を推進 

マカジキやサワラ等の県産水産物について、生産者、加工、流通、消費に至る関係者が連携 

した新たなバリューチェーンの構築を図り、消費者ニーズを的確に捉えた水産物の提供を進め

ます。 

 

２ ファストフィッシュ商品及び低利用・未利用資源を活用した加工品開発 

旬の魚介類を高鮮度のまま急速冷凍機で凍結し、周年提供可能なファストフィッシュ商品の  

製造・販売を支援します。 

 

３ 高速バスを活用した「貨客混載」による鮮魚輸送や水産物のインターネット販売 

東安房漁協では、千葉市内のデパートやホテルなどに

向けた高速バスの「貨客混載」を活用した朝揚げ鮮魚の

販売に取り組んでおり、県ではこれらの取組を支援しま

す。また、漁協等が取り組む水産物のインターネット販

売を推進します。 

 

 

３ 漁業・漁村の活性化を支える取組 

（１）漁業協同組合の経営基盤強化 

【各地域共通】 

・漁業協同組合は、漁業者の所得向上や適切な資源管理等の実施、販売事業を通じて消費者に

水産物を安定供給するなど、漁村の地域経済や社会を支える中核的な組織です。これからも

その役割を果たすことができるよう、組合事業及び経営基盤の強化や健全な運営に係る指導

や支援を行います。 

 

勝浦釣り寒マカジキ            船上活〆サワラ 
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（２）担い手の確保・育成 

【各地域共通】 

・漁業就業相談会などの「就業相談」、インターンシップなどの「漁業体験」、実際の操業の   

中で漁業技術を習得する「漁業研修」、漁業就業後をサポートする「フォローアップ研修」  

など段階に応じた対策により、新規就業者の確保と育成を推進します。 

 ・漁業協同組合や市町村と連携し、都市部も含めた地域内外の潜在的な就業希望者を掘り起こ

すとともに、就業者の定着率を高めるため、海士グループや船団による就業サポートを強化

して後継者を育成する「後継者育成実践モデル」を進めます。 

 ・スマート水産業を推進するキーパーソンを育成するとともに、漁業士会の研修活動や地域の

中核的漁業者による生産性向上対策などの取組を支援します。 

 

【外房地域】 

１ 新規就業者の確保と育成を推進 

就業希望者が必要とする国や県の漁業研修制度や市町の 

定住支援策を水産事務所ホームページで紹介しているほか、市広報誌等を通じた就業相談窓

口の紹介を行っています。漁業者や漁協、県が連携し、イ 

ンターンシップや短期漁業技術研修による担い手の確保と、就業後のフォローアップ研修等

を通じた育成に取り組みます。 

 

２ 就業モデルづくり 

南房総市の白浜地区で作成したあまビジョンに基づき、「地域おこし協力隊」を活用して 

都市部からのあま漁業就業希望者を募り、地域への馴化、漁労技術の習得だけでなく、あま

漁業の端境期の収入対策も含めた包括的な地域モデルの構築に向けて、地元漁業者、漁協、

市、県が一体となって取り組みます。 

 

３ スマート水産業を推進するキーパーソンを育成 

漁業操業の効率化、生産性の向上を促進するため、ス

マート水産業への理解を深め、自主的・自立的に導入を推

進するためのキーパーソンを育成します。また、地区の実

態に合わせたスマート技術の導入を検討し、実証試験を

行いながら地区への普及を進めます。 
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（３）漁港の整備 

 【各地域共通】 

・銚子漁港や勝浦漁港などの流通拠点漁港においては、国内外の需要に対応し産地間競争に 

打ち勝つために、大型漁船に対応した岸壁等の整備、高度衛生管理型の産地市場や製氷貯氷

施設等の一体的整備により、漁港・流通機能の強化を推進します。（再掲） 

 ・老朽化した施設が増加しているため、緊急度・重要度に基づき、予防保全の考え方に基づく、

持続可能なインフラ管理を行います。 

 

【外房地域】 

勝浦漁港では衛生管理体制を強化するため、高度衛生管理型市場の整備を進めており、市場整

備と併せて大型魚の自動選別機の導入等を検討し、産地競争力を高めます。（再掲） 

 

（４）多面的機能の発揮の促進 

【各地域共通】 

 ・四季折々の魅力ある水産物やこれを生かした水産加工製品、地域の文化や芸術、海洋レクリ

エーションの機会など地域資源に関する情報を発信することにより、漁村に都市住民や県民

の来訪を増やし、雇用の創出や漁家所得の向上などを通じた漁村の活性化を図ります。 

 ・学校給食関係者と連携し、県産水産物を食材に提供するだけでなく、給食用の献立の開発や、

児童・生徒が県産水産物に親しむ機会を設けるなど、魚食普及活動を推進します。 

・小中学校や栄養士などを育成する高等学校、大学などが行う料理教室などに「おさかな普及

員」を派遣し、地元の旬の魚介類を調理し味わってもらう料理教室を開催するなど、地産  

地消を推進します。 

 ・地域の漁業実態に合わせた漁港機能の再編・集約等により空いた漁港の水域等を水産資源の

増養殖利用、直販施設及びプレジャーボート等の受入れに活用するなど漁港の有効活用に 

よる漁村の活性化を推進します。 

 ・藻場・干潟の保全、海難事故防止、ノリすき体験等、水産多面的機能の発揮に取り組む    

漁業者グループの活動を支援します。 

 ・漁業者の理解の下、漁業と調和のとれた海洋再生可能エネルギー発電施設（洋上風力発電施

設）の整備が進むよう、協議会等の場を通じて、関係機関等との連携を図り対応します。 
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【外房地域】 

１ 地域資源に関する情報発信と漁村の活性化 

  漁協等が運営する水産物直売所や漁家レストラン、ダイビングなどの海洋レクリエー  

ションのほか、「なめろう」や「くじらのたれ」などの郷土料理、漁村の祭りなど海・漁業の

歴史・文化に関する情報を積極的に発信することにより、漁村への都市住民や県民の来訪を

増やし、雇用の創出や漁家所得の向上などを通じた漁村の活性化を図ります。 

 

２ 魚食普及活動を推進 

  漁業者や漁業士会勝浦支部、漁協女性部をはじめ、市町や地域の教育機関などと連携した  

学生や親子向けの料理教室開催や、学校給食職員対象の魚調理実習指導への参加を通じ、  

地域水産業に対する理解の醸成と魚食普及の推進を図ります。 

 

３ 地産地消を推進 

  千葉ブランド水産物やマカジキ、サワラなど地域を代表する水産物について、観光客等の  

消費者ニーズを捉えた漁協直売所や食堂での提供や加工品の開発など、漁協及び漁業者が取

り組む販売促進活動を支援します。また地域の観光業と連携したＰＲイベントの取組を進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 水産多面的機能の発揮に取り組む漁業者グループの活動支援 

  藻場の保全に向けた植食性魚類駆除や藻場のモニタリング活動、海中林の一部刈り取りに 

よる藻場の更新活動、海岸や河川環境の美化活動など、漁業者グループが取り組む水産多面

的機能の発揮に向けた活動を支援します。 

 

５ 漁業と調和のとれた海洋再生可能エネルギー発電施設（洋上風力発電施設）の整備 

 いすみ市沖を再エネ海域利用法に基づく「促進区域」として指定するための協議が進めら

れていることから、漁業との共存について、漁業者の協議・理解が深まるよう関係部局等と

連携して支援します。  

漁業士会勝浦支部親子料理教室   外房つりきんめ鯛イベント    外房イセエビＰＲ販売 
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（５）災害への対応 

【各地域共通】 

 ・漁港の機能診断結果に基づき、必要な耐震耐津波・波浪対策を実施し、災害に強い漁港づく

りを推進します。 

 ・海岸の防災・減災対策については、海岸保全基本計画を基に関係者・関係機関と十分な合意

形成を行った上で、防災・減災に資する施策を実施し、漁村集落の安全を確保します。 

・千葉県水産情報通信センターと千葉県無線漁業協同組合との連携による漁業無線の２４時間

運用体制により、気象等の操業安全に関する情報を提供するとともに、海難事故発生時には、

迅速・的確に対応します。 

・漁船の操業と航行の安全確保を図るため、船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の搭載が義務化され

ていない小型漁船を対象に、簡易ＡＩＳの円滑な導入を支援します。 

 

【外房地域】 

鴨川漁港については臨港道路橋梁の耐震工事を行い、被災時における緊急輸送道路の安全性の

確保や水産流通機能の早期回復に資する整備を進めます。 

 勝浦漁港については、荷さばき所の耐震性向上や電源喪失対策を進めます。 

 

４ 内水面漁業を活用した地域振興 

（１）水産資源の回復と漁業振興 

【各地域共通】 

・内水面の重要な魚種であるウナギについては、新漁業法施行によるシラスウナギの許可漁

業制への移行を円滑に進めるとともに、漁業者と協力して密漁防止や流通の秩序維持の 

強化に取り組みます。 

・国と連携し、ウナギ資源調査や生態の情報の収集などを実施し、親ウナギの保護等、資源

管理を推進します。 

・有用水産資源の維持・増大対策の基礎資料とするため、県内の主要河川や湖沼における  

魚介類の生息状況調査を実施します。 

・水産資源の増殖に向けて漁業協同組合が取り組む種苗放流や産卵床の設置に対して支援し

ます。 

・地域や漁業協同組合が取り組むコクチバスなど害敵生物の防除活動等を支援するとともに、

ドローン等を用いたカワウ被害対策などに取り組みます。 

・放射性物質に係るモニタリング調査を継続して実施するとともに、安全の確保が確認され

た水域の出荷制限の解除や操業の再開に向けて、関係機関と協議・調整を進めます。 
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（２）遊漁の振興と漁業協同組合経営の安定化 

【各地域共通】 

・漁業協同組合や市町村による遊漁情報発信への支援や病気に強く活力の高いアユ種苗の 

開発などにより、遊漁人口の維持・増大を図り、地域の活性化と漁業協同組合の経営安定

化を推進します。 

 

（３）養殖業の推進 

【各地域共通】 

・各地区で取り組まれているホンモロコ養殖の生産量増大を目指し、卵提供や飼育技術指導、

販路の拡大を推進します。 

・アオノリ養殖については、漁業者が生産量の回復を目指して取り組む環境調査などを支援

します。 

・医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）に基づく

水産用医薬品の適正使用の指導及び残留検査の実施により、消費者に安全・安心な養殖魚

を提供します。 

 

【外房地域】 養殖業の推進 

１ ホンモロコ養殖の生産量増大を目指します 

中山間地域の休耕田などを活用したホンモロコ養殖の取組を支援し、漁業者の所得向上と

新たな雇用の創出を進めます。 

２ アオノリ養殖については、漁業者が生産量の回復を目指して取り組む環境調査 

アオノリ養殖については、漁協や漁業者が行う陸上採苗試験や漁場環境調査のほか、漁場

環境に併せた漁場利用や養殖管理などの助言・指導を行い、アオノリの生産量の増大を目指

します。 

 

 

アオノリ養殖                    板状に加工されたアオノリ 
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５ 内水面の有する多面的機能の発揮 

（１）漁場環境の維持 

【各地域共通】 

・森林や河川の施設整備等に際しては、自然環境との共生・調和に配慮されるよう、関係  

する管理組織等と連携して対応します。 

・漁業者と地域住民等が連携して行う環境・生態系の保全活動を支援することで、内水面  

漁業が有する多面的機能の発揮に努めます。 

 

（２）情報発信と交流の促進 

【各地域共通】 

 ・内水面が有する自然環境や伝統文化などを積極的に情報発信することで、都市住民との  

交流活動を促進します。 

  ・漁業協同組合が行う種苗放流等水産資源の保護・増殖の取組を、小・中学生の体験学習の

場として提供することで、次代を担う子供たちの環境や生態系に対する理解を深めます。 

 


